
手続き一覧（管理栄養士養成施設の指定、内容変更承認等について１）     
区分 新規指定 内容変更承認 

１ 内容 新規指定（学校） 
※設置者を変更する場合には、旧設置者について廃止の 

手続がとられ、新設置者について新たな指定が行わな 

ければならないため留意すること。 

新規指定（学校以外の施設） 
※設置者を変更する場合には、旧設置者について廃止 

の手続がとられ、新設置者について新たな指定が行 

わなければならないため留意すること。 

① 学生又は生徒の定員 
② 同時に授業を行う学生又は生徒の数 

③ 修業年限 
④ 教育内容ごとの単位数又は履修方法※６ 

２ 根拠法令 法第５条の３第４号、令第９条及び第１１条、 

指定規則第３条 
※指導要領第４の２ 

法第５条の３第４号、令第９条及び第１１条 

施行規則第１０条 
※指導要領第４の２ 

令第９条及び第１２条 

（学校）指定規則第４条、（学校以外の施設）施行規則第１２条 

３ 手続き 所在地の都道府県知事を経由して文部科学大臣及び厚生労

働大臣※１に申請 
都道府県知事は必要な意見を付し提出 

所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣※１に提

出 
都道府県知事は必要な意見を付し提出  

所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣※１に申請 

都道府県知事は必要な意見を付し提出 
 （学校にあっては文部科学大臣へも提出） 

４ 提出期限 （事前）申請の２ヶ月前（１月末）まで 
（正式申請）指定を受けようとする前々年度の 

３月３１日まで  

（事前）申請の２ヶ月前（７月末）まで 
（正式申請）指定を受けようとする年度の前年度の 

９月３０日まで  

（事前：定員の変更申請のみ）申請の２ヶ月前（７月末）まで 
（正式申請） 
１の①、③は変更しようとする年度の前年度の９月３０日まで 

１の②、④は変更しようとする日の２ヶ月前まで 

５ 提出書類 （１）指定規則第３条に規定する申請書 
・学校の名称※２及び所在地 

・設置者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 
・指定を受けようとする年度 
・学生の定員※３及び同時に授業を行う学生の数 

・修業年限及び教育課程※４ 
・教員の氏名、職名、担当する教育内容※５及び専任又は兼
任の別 

・校舎の各室の用途、構造及び面積 
・機械、器具、標本、模型及び図書の種類及び数 
・臨地実習施設として利用しようとする施設の名称及び所

在地 
 
（２）添付書類 

・寄付行為又は設置に関する条例 
・教員の履歴書 
・校舎の配置図及び平面図 

 
（３）（１）、（２）を確認するために必要な書類 
・設置趣意書等 

・学則（教育内容及び履修方法が学則で確認できない場合
は、履修規定等の書類も添付） 

・教員（専・兼）の教育研究業績書 

・助手の履歴書 
・医師、管理栄養士の免許証の写し 
・就任承諾書の写し 

・臨地実習施設の受入承諾書の写し 
・管理栄養士養成施設 教員・助手配置状況（様式１） 
・時間割 

（１）施行規則第１０条に規定する申請書 
・（養成施設の）名称及び所在地 

・指定を受けようとする年度 
・設置者の氏名及び住所（法人にあっては、名称、主た
る事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所） 

・修業年限及び教育課程※４ 
・教員の氏名、職名、担当科目及び専任又は兼任の別 
・生徒の定員※３及び同時に授業を行う生徒の数 

・校舎の各室の用途、構造及び面積 
・機械、器具、標本、模型及び図書の種類及び数 
・実習施設として利用しようとする施設の名称及び所

在地 
 
（２）添付書類 

・設置者の履歴書（法人にあっては、定款、寄付行為又
は条例） 

・教員の履歴書 

・校地及び校舎の配置図並びに校舎の平面図 
 
（３）（１）、（２）を確認するために必要な書類 

・設置趣意書等 
・学則（教育内容及び履修方法が学則で確認できない場
合は、履修規定等の書類も添付） 

・教員（専・兼）の教育研究業績書 
・助手の履歴書 
・医師、管理栄養士の免許証の写し 

・就任承諾書の写し 
・臨地実習施設の受入承諾書の写し 
・時間割 

（１）申請書（記載事項） ○：学生の定員の変更承認申請書に記載する事項 
・（養成施設の）名称※７ 

・（養成施設の）所在地 
・設置者の代表者の氏名（法人にあっては、設置者の名称） 
・変更事項（１の①～④の該当事項） 

・変更予定年月日 
・変更理由 
・変更内容 

変更内容には、新旧対照表を記載すること。 
①を変更する場合、変更前及び変更後における定員及び学級数を記載すること。 
④を変更する場合、授業概要等を具体的に記入すること。特に、科目を削除す    

る場合は、削除してもそれぞれの教育内容ごとの教育目標を修得できるかの説 
明を記載すること 

○・変更後の教員の氏名、担当科目及び１週間当り担当授業時間数並びに専任又は兼任

の別 
○・変更後の建物及び設備の状況 
  Ⅰ:管理栄養士養成施設が使用する専用及び共用の施設を示した平面図、各室の用途 

 Ⅱ:栄養教育実習室、臨床栄養実習室、給食経営管理実習室に備えるべき備品の一覧 
Ⅲ:使用する建物・設備に変更がない場合、その旨を記載 

 ・その他（変更内容の適用年次、在学生への適用など） 

 
（２）（１）を確認するために必要な書類 
 ・学則（教育内容及び履修方法が学則で確認できない場合は、履修規定等の書類も添

付） 
○・時間割 
○・臨地実習施設の受入承諾書の写し（定員増加の場合等、必要に応じて） 

 ※１管理栄養士養成施設の指定等に関する権限は、地方厚生（支）局長に委任されているため、申請書及び届出の宛先は各地方厚生（支）局長宛とすること。 ※２養成施設の名称  

※３編入学定員の有無についても記載すること（編入学定員を設ける場合はその人数）。 ※４授業概要（シラバス等）も含む ※５担当科目ごとに記載 

※６必修科目（学校：専門基礎分野＋専門分野、学校以外：基礎分野＋専門基礎分野＋専門分野）の単位数、履修方法（ⅰ講義又は演習、実験又は実習の授業形態、ⅱ必修・選択必修又は選択の別） 

及び科目名称の変更が該当（管理栄養士国家試験受験資格、栄養士免許取得に係るため申請が必要。開講年次（時間割）、授業内容の変更については、申請の必要はない）。 

※７養成施設の名称変更を伴う内容変更承認申請については、現名称にて申請をする。なお、名称変更があったときは、１ヶ月以内にその旨を届け出ること。 
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     手続き一覧（管理栄養士養成施設の指定、内容変更承認等について２） 

 

 

区分 変更の届出 員数の届出 廃止の届出 

１ 内容 （学校） 

①学校の名称及び所在地 
②設置者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 
 

（学校以外の施設） 
①（養成施設の）名称及び所在地 
②設置者の氏名及び住所（法人にあっては、名称、主たる事務所

の所在地並びに代表者の氏名及び住所） 
 

①前年度卒業者の員数 

②学生又は生徒の現在員数  
   
  

  

廃止届出 

 
 

２ 根拠法令 令第１４条 

（学校）指定規則第５条、 
（学校以外の施設）施行規則第１３条 

令第１３条 令第１５条 

 

３ 手続き 所在地の都道府県を経由して厚生労働大臣※に提出 

（学校にあっては文部科学大臣へも提出） 

所在地の都道府県を経由して厚生労働大臣※に提出 

（学校にあっては文部科学大臣へも提出） 

所在地の都道府県を経由して厚生労働大臣※に提出 

（学校にあっては文部科学大臣へも提出） 

４ 提出期限 変更があった時から１月以内 
 

毎年７月末日まで 
 

廃止後すみやかに 
 

５ 記載事項 ・（養成施設の）名称 
・設置者の代表者の氏名（法人にあっては、設置者の名称） 
・変更事項（１の①、②の該当事項） 

・変更時期 
・変更理由 
・変更内容（新旧対照表等。具体的に記入） 

・（養成施設の）名称 
・設置者の代表者の氏名（法人にあっては、設置者の名称） 
・届出事項 

 
 
 

 

・（養成施設の）名称 
・設置者の代表者の氏名（法人にあっては、設置者の名称） 
・廃止理由 

・廃止年月日 
・在学中の学生又は生徒の処置 

※管理栄養士養成施設の指定等に関する権限は、地方厚生（支）局長に委任されているため、申請書及び届出の宛先は各地方厚生（支）局長宛とすること。 

 

主務大臣規定：栄養士法施行令第１９条 → （学校）厚生労働大臣及び文部科学大臣 （学校以外）厚生労働大臣 
 権限の委任：栄養士法施行規則第２０条の２ → 厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する 

 法＝栄養士法（昭和２２年法律第２４５号） 
  令＝栄養士法施行令（昭和２８年政令第２３１号） 
 施行規則＝栄養士法施行規則（昭和２３年厚生省令第２号） 

 指定規則＝管理栄養士学校指定規則（昭和４１年文部・厚生省令第２号） 

学校＝学校教育法第１条の学校並びに同条の学校の設置者が設置している同法の第１２４条の専修学校及び１３４条の各種学校 
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